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１・２年生保護者の皆様へ 

泉大津市立東陽中学校 

 校 長  浦西 典昭 

 

 
臨時休校措置の解除及び春季休業期間中の教育活動等について 

 

早春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し

上げます。平素は本校の教育活動にご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、泉大津市内各校では、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び生徒の安全・

安心を第一に考え、３月２日から臨時休校措置を行って参りました。昨日、市教育委

員会より「新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休校措置については、大

阪府教育委員会の対応を踏まえ、予定通り３月２３日までとする」との通知がありま

した。 

また、春季休業期間中（３月２５日～４月７日）の教育活動等（部活動を含む。）

については、「クラスター発生のリスクを下げるための原則（注）に留意したうえ、

教育活動等を行うことができる。ただし、学校内での活動に限るものとする。」とな

っています。保護者の皆様にはご理解とご協力をいただき、適切にご対応いただけま

すようお願いいたします。 

新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変

更が生じる場合があります。引き続き状況の変化及び提供できる情報が入り次第お知

らせします。 

 

 

【クラスタ―発生のリスクを下げるための原則】 

 ① 換気を励行する。（２方向の窓を同時に開ける等） 

 ② 人の密度を下げる。（お互いの距離を１～２メートル程度あける等） 

 ③ 近距離での会話や発声、高唱を避ける。 

（やむを得ず近距離での会話の必要がある場合マスク着用等） 

 

※手指衛生、咳エチケット、共用品を使わないことや使う場合の消毒など、 

予防対策を徹底する。また、児童生徒等の日々の健康観察を行い、発熱 

等の症状がある場合には登校させないこと。 

 

 

 

◎ 臨時休校期間について 

○ 現状：３月２３日まで臨時休校 

○ 今後：３月２４日 修了式実施（各教室にて放送により実施） 

 

３月２５日より臨時休校を解除し、春季休業期間とし、教育活動を再開する。 

          （春季休業期間 ３月２５日～４月７日） 

 

 

◎ 春季休業期間中の活動について 

○ 部活動について 

・活動への参加については、保護者の了承を得たうえ、無理をさせることのない

よう配慮します。 

・体調の悪い部員がいる場合は参加させない、すぐに帰宅させる等の処置を徹底

します。 

・体育館・教室等の活動場所は、密閉空間とならないように、２方向以上の窓を

同時に開けるなど、換気を励行します。体育館・屋内で行うクラブについては、

同一場所・時間帯において１～２クラブとします。 

・屋外や換気の良い環境であっても、相手と一定時間接触するような対人練習な

どは避けます。 

・対外試合（公式戦、練習試合を問わない）、合宿、合同練習、演奏会等につい

ては、無観客であっても４月７日までは引き続き禁止します。 

・校内の教員・生徒より感染者がでた場合は、全クラブを一定期間活動中止とし

ます。 

 

 ○ 令和２年度 入学式（４月７日実施予定）について 

卒業式に準じて実施する。 

在校生の参加は、代表２名のみになります。 

（学級役員・吹奏楽部等の参加はありません。） 

 

◎ 令和２年度 新学期の対応について 

  府教委の決定を参考に判断し決定する。 

（府立学校は国の専門者会議[３月１９日]の結果を経て、３月末までに決定予定） 

 

 【 その他 】 

 ○日々の健康観察（検温）をお願いします。 

 ○必要な情報につきましては、「まち comiメール」や東陽中学校 HPで、随時お知

らせします。一日一度ご確認いただけると幸いです。 


